
燃やさないごみの中には・・・燃やさないごみの中には・・・燃やさないごみの中には・・・
　市民の皆さんには、日頃からごみの分別のご協力をお願いしていますが、残念
ながら『燃やさないごみ』の中には、未だ未開封の缶詰や中身が残っているスプ
レー缶が多く含まれています。その量は1か月で約250㎏もあります。

　未開封の缶詰を処理するには、通常の作業に加え、未開封の缶詰の選別や中身
を取り除き、容器の洗浄などの作業をしなければならず、処理するためは多くの
時間や労力を費やさなければなりません。
　中身が残っているスプレー缶についても、未開封の缶詰と同じ作業をしなけれ
ばならず、また、中身が残っていると収集時や処理時に引火や破損事故などの原
因となり大変危険です。

　未開封の缶詰は、中身を取り除き軽く洗ってから燃やさないごみで出してくだ
さい。（中身は生ごみとして燃やすごみへ）古い缶詰で開封をとまどう場合は、直接、
製造メーカーに問い合わせください。
　中身が残っているスプレー缶は、次の方法で中身を出し切り燃やさないごみで
出してください。
※中身を出す場合は、火気のない戸外の風通しの良い場所で中身およびガス抜き
　をしてください。

　賞味（消費）期限が過ぎた未開封の缶詰や中身が残っているスプレー缶は、排出される市民のみなさんの責任
により中身を取り除き（使い切り）、燃やさないごみとして出してください。

【エアゾール缶（スプレー缶）】
①シューッという音がしなくなるまでスプレーボタンを押して中身を出し切ってください。
②中身排出機構、残ガス排出機構のキャップ、ボタンなどを使って中身を出し切ってください。
　※上記①②の場合、ティッシュや新聞紙などに吹き付けることで、周囲への飛散を抑えることができます。

【カセットボンベ】
　カセットボンベで使い切れないものやカセットボンベの処理の方法のご質問は、社団法人日本ガス石油機器
工業会［カセットボンベお客様センター　☎0120-14-9996］へお問い合わせください。

　京都府（保健所）でおこなわれている「有料の飼い犬・
飼い猫の引取り」は、7月1日から次のとおり変更さ
れます。

（5月17日現在）

ドレッサー、学習机、座卓、マッサージ器、洋服ダ
ンス、サイドボード、テレビ台、チェスト

レンジ台、チャイルドシート、自転車（大人・男子 18
又は20インチ）スキーブーツ、木津高制服（男子180
ｃｍ）、ホームベーカリー、ベッド（下に物が置ける
もの）、一輪車（14 インチ）、公立幼稚園ベレー帽、
ベビーカー、すべり台、ダイニングセット

飼い犬・飼い猫の引取会場などが変わります
京都府からのお知らせ

と　き
ところ
その他

問合せ

毎週火曜日　午前 9時～10時30分
山城南保健所（環境衛生室）

・引取手数料（現金）
引取り時に京都府へ直接お支払いください。
生後91日以上の犬・猫の場合
1頭（匹）につき、2,000 円
生後90日以内の犬・猫の場合
10頭（匹）までごとに、2,000 円

・上記以外の引取りは一切おこなわれていま
せん。
京都府健康福祉部生活衛生課
☎075-414-4763
京都府山城南保健所　☎72-4300

～クリーンセンター建設には、皆さんのご理解とご協力が必要です～
　クリーンセンターは、みなさんの日常生活に欠くことのできない施設です。
　今年度に実施予定の生活環境影響調査について、5月号でお知らせしたようにそ
の計画書を 6月16日までまち美化推進課で縦覧しています。今月号では、生活環境
影響調査計画書の概要についてお知らせします。

■生活環境影響調査計画書は
　　新クリーンセンターの整備事業が、あらかじめ候補地周辺地域や市内の環境にどのような影響を及ぼすかを
　事前に予測・評価するため、現況調査を実施する予定です。この生活環境影響調査について、調査項目、調査範囲、
　調査手法などを取りまとめた計画書を、6月 16日まで縦覧しています。

　また、上記の項目に加え、動植物・景観・温室効果ガスなどの項目について、調査・予測評価することとしています。

■調査要因と項目の選定
　　環境影響評価要因と項目は、「生活環境影響調査指針」環境省、および「環境影響評価等についての技術的事
　項に関する指針」京都府を参考に選定しました。

■調査範囲
・候補地から半径
・候補地から半径
・候補地から半径

3kmの範囲
1.4kmの範囲
250mの範囲

・・・窒素酸化物、二酸化硫黄、浮遊粒子物質など
・・・上記物質に加え、塩化水素、ダイオキシン類
・・・希少動物、植物など

　　計画書では、これらの事項に加え調査手法などを記載しています。なお、生活環境影響調査概要版は、市ホー
　ムページに掲載しています。クリーンセンター建設に向け、みなさんのご理解とご協力をお願いします。

■環境影響調査要因の抽出

■主な環境影響評価項目

環境影響要因
施設の存在

施設の供用

工事の実施

想定される事業活動の内容
・施設の存在により、景観の変化が考えられる。
・施設の稼働に伴い、煙突から大気汚染物質が排出される。
・ごみピット等から臭気物質が発生する。
・施設の稼働に伴い、騒音・振動が発生し、水質への影響が考えられる。
・搬出入車両の走行に伴い、大気汚染物質が排出され、道路交通騒音・振動が発生する。
・施設の稼働に伴い、廃棄物及び温室効果ガスが排出される。
・施設の建設工事に伴い、大気汚染物質が排出され、騒音・振動が発生する。
・施設の建設工事に伴い、廃棄物及び濁水が発生する。
・工事用車両の走行に伴い、道路交通騒音・振動が発生する。
・施設の建設工事に伴い、陸生動物及び陸生植物の生息・生育環境が変化する可能性がある。
・施設の建設工事に伴い、地形・地質への影響が考えられる。

環境項目の区分
環境要因の区分

大気汚染 ◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯
◯ ◯ ◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

◯ ◯

工事中
施設の建設工事 工事用車両の走行 施設の存在施設の稼働 搬出入車両の走行

供用時

騒音
振動
悪臭（特定悪臭物質、
臭気指数、臭気強度）

水質（水質汚濁、
水の濁り（SS））

地下水の水質及び水位（地
下水の水質、地下水の水位）

水底の底質（底質汚染）

環境影響要因の内容

環境の自然的構成要素の
良好な状態の保持を旨と
して調査、予測及び評価
されるべき環境要素

大
気
環
境

水

環

境

まち美化推進課　清掃センター推進室　☎75-1215　Fax72-3900
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